
資料 2-１ 

羽田空港における管制業務の実施体制及び特性 
 

東京空港事務所 
 
(１) 羽田空港における管制業務の実施体制 

 ５直６交替制の勤務（40分～50分毎に業務ローテーション） 
 管制官の役割分担（飛行場担当、地上担当、管制承認伝達等） 
 常時レーダー監視人員の配置 

 
(２) 羽田空港における管制業務の特性 

 井桁状に配置された 4本の滑走路 
 各管制席との調整 
 風向き、時間帯による飛行ルートの切替 
 羽田空港特有の調整（VIP機、高マスト船等） 

 



管制官の視点から見た滑走路における
航空機衝突事故のリスクと対策

2024月2月

ATS Research Institute 
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飛行場管制席の管轄エリアイメージ

半径９ｋｍ

高度９００ｍ

管制圏
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管制官の視点と思考イメージ
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羽田空港における管制運用

羽田の運用では井桁
滑走路のためハザードエ
リアが存在する。特に南
風時の１６Ｒからの出
発機を離陸させるため
には３つものハザードエ
リアに注意を払う必要が
あり、管制業務が非常
に複雑。

南風

②

③

③

国際線

国内線西

④④

北風運用時のハザードエリア南風運用時のハザードエリア

・日々の状況（気象状況・運用制限等）により管制間隔設定が異なる。
・到着機の航空機位置、出発機の航空機位置から、離着陸機が交差する地点への到達時刻を予測し、両
者の予測時刻が重ならないような状況で出発機を処理。

北風

国際線

国内線西

④

①

パイロットに関連機情報提供
により協力を要請

悪天時には間隔の
拡大が必要となる
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滑走路への誤進入を防ぐために

ソフト面からの対策

①滑走路進入に関する管制用語については、「確実な許可・指示」の発出 ④管制官による外部監視の強化、状況に応じてパイロットによる確認
②確実な復唱 ⑤音声による適切な交通状況の情報共有
③許可・指示内容を「パイロット間で確認」を行う。
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管制業務を詳細に分析した上で、必要に応じて管制官の業務分担を見直していくべき

体制面からの対策

ハード面からの対策

これらの対策の確実な実施のためには、管制官とパイロットによる定期的な意見交換会を行い、
業務理解を深めていくことが重要

現状は注意喚起

通常時

警報機能の追加（音声・音等）

警報画面表示
真に必要な場合のみ

滑走路占有監視支援機能に警報音を追加することにより、管制官の業務負担を軽減すべき



今後、航空路管制業務、ターミナルレーダー管制業務という空域における航空
機の運航を取り扱う管制業務にあっては、航空交通管理機能の拡充により高度
に予測された航空機の軌道情報に基づき、関係業務がシステムとして連動して
機能する業務形態となっていくと想定している。
そのようなシステム構築が進む中、飛行場管制業務、特に飛行場管制席にお
いては、管制官の思考（頭の中）をシステム化することは困難であると推察。
日々の状況（気象、交通状況）により間隔設定の判断が異なる。（AI下で
も困難と推察）
管制官としての経験の長短により、安全を基本とする管制間隔の判断が異な
る。（どれが正解でどれが間違いということはない）
飛行場管制席の業務は、思考に基づくアナログ（コミュニケーション）による管
制が継続すると考えられることから、あくまでもシステムは支援となるような仕組み
の構築が必要。

おわりに
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令和6年2月15日
定期航空協会

第2回 羽田空港航空機衝突事故
対策検討委員会 ご説明資料
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1．運航会社の取組み

航空会社においては、以下の点に留意しながら運航業務を行っている。

1

(1) 国際標準を踏まえた「基準」に基づく管制用語の使用
※標準管制用語の使用による管制官・パイロットの認識の齟齬を防止

(2) 滑走路進入、待機等の管制指示に対する復唱の確実な実施

(3) 管制指示内容のパイロット間での相互確認

(4) 管制指示に疑義が生じた場合の管制機関への確認

(5) Sterile Cockpit Ruleの遵守
※安全に係わる業務に専念するため、会話、連絡等は最小限に行う

(6) パイロットによる外部監視の徹底

(7) CRM(Crew Resource Management)の実践
※安全で質の高い運航を実現するための、人的リソース、

ハード・ソフトウェア、情報の最大活用

(8) 事例紹介やパイロットに対する訓練・審査における上記事項の徹底
※他社事例も含めたヒヤリハット情報の共有による類似事象の防止



2．緊急対策に関する取組状況

２

１．管制機関及び航空事業者等への基本動作の徹底指示
２．管制官による監視体制の強化
３．パイロットによる外部監視の徹底、視覚支援
４．滑走路進入に関するルールの徹底
５．関係者間のコミュニケーションの強化

1月9日に発表された「航空の安全・安心確保に向けた緊急対策」への対応

【緊急対策の柱】

航空各社ともに基準、ルールの遵守、基本動作等を徹底して実践



３．意見・要望

３

２．滑走路誤進入を防ぐセーフティネットの充実（要望）
視覚支援システム(例：滑走路状態表示灯、停止線灯システム)のさらなる活用など

３．滑走路誤進入発生時に衝突回避させるセーフティネットの充実（要望）
管制システム（例：滑走路占有監視支援機能）のさらなる活用など

１．基準に基づく管制用語の使用等（意見）

国際標準に基づく管制用語の遵守が重要
離着陸順位を含む管制指示以外の情報提供についても、
他機やトラフィックの状況把握のために有益
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滑走路誤進入を防ぐには 

                     日本航空機操縦士協会 

 

 

1. CRM を基盤とした ATC Communication の実践 

Verbal Communication と Verbal Verification 

 

2. 滑走路誤進入事例 

事例から学ぶ原因と対策 

 

3. CRM を基盤とした ATC Communication の普及 

シンポジウム・講習会・セミナー等での普及 

ATS シンポジウム、安全講習会、TEM/CRM セミナー、SRM セミナー 

小型航空機セーフティーセミナー 

ホームページや Web 媒体を使用した普及 

（参考） 

ＡＴＣコミュニケーションハンドブック 

参考 URL：https://www.japa.or.jp/ats_committee 
 

4. パイロットに対する視覚支援について  

  滑走路状態表示灯(RWSL),STOP-BAR-LGT 等 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

ATCコミュニケーション 
コミュニケーションループ（バーバルコミュニケーション） 
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（リスクマネジメント及びパイロットの視点から見た）  

「滑走路上における航空機衝突事故のリスクと対策」 

 航空評論家 小林宏之 

 

１．リスクマネジメントの視点から滑走路上における航空機衝突事故のリスク 

（１）「安全」とはリスクマネジメントを実施することにより許容できるレベルにあるこ

とをいう（ICAO の安全の定義の主旨） 

   リスクマネジメントに失敗すると危機を招く（危機管理）  

（２） リスクは R＝P×D で表すことができる：R （Risk ：不都合な事象が起こる可能性）  

P （Probability:リスクが実際に発生する確率）、D （Damage:リスクが実際に発生

した場合の被害・損害の大きさ） 

（３） 航空機の衝突事故のリスクも R＝P×D で表すことができる、特に滑走路上にお

ける衝突事故のリスク R は P の値も D の値も大きくその防止対策は重要である

危機管理は重要度の選択が鍵を握る、当検討委員会の持つ意義は大きい 

 

２．エアラインパイロットの視点から滑走路上における衝突事故防止対策 

（１）正確な管制用語の使用と復唱、機長と副操縦士による相互確認はかなり徹底されて 

きている 

（２）ヒューマンエラー対策、事故防止対策としての CRM の成果もあがってきている 

（３）ただし滑走路誤進入のヒヤリハット事例、誘導路等における接触事故等が多発して

いる現状からも、CRM 訓練の更なる充実と運航現場での浸透が必要である 

 

３．現在ある施設や制度の運用の見直し、注意喚起による衝突防止策 

（１）滑走路監視レーダーを常時監視する人員配置など、５項目の緊急対策を実施中 

（２）滑走路占有監視支援機能は表示だけでなく音による警報も検討が必要 

（３）HUD を装備した飛行機はその使用に際し滑走路の障害物を視認しづらいことも 

あることについて注意喚起をする 

 

４．今後の対策としてのハード、ソフトによる衝突事故防止策 

（１）滑走路上における航空機衝突事故の防止策は、一義的にはパイロットと管制官の 

ヒューマンエラー対策を推進すべきである。ただし人間が人間である以上、ヒュー

マンエラーはゼロにはできないという現実がある。そしてヒューマンエラー対策

だけでは、衝突事故防止策が限界にきていることも現実であり、スイスチーズモデ

ル等を参考にしてハード、ソフトによる多重防護の検討が必要である 

（２）管制官とパイロットのコミュニケーションは、航空交通の円滑な流れとの兼ね合い、

聴覚情報、視覚情報のメリット、ディメリットを考量しながら、洋上飛行等で実施

しているデータリンクなど可能な限り視覚情報の活用についても技術的な検討が

必要である 

（３）滑走路上の接近する危険についてパイロットに視覚的および音声的警告を発する

システムの開発、実用化は滑走路上における衝突事故防止に有効である 

 

以 上 


